
環 総 第 36号

平成 23年 10月 4日

子どもたちを放射能から守るみやぎネットワーク 殿

宮城県知事 村 井 嘉

要望への県の対応方針について (通知)

県政の推進につきましては, 日ごろ格別の御協力を賜 り厚くお礼申し上げます。

さて,平成 23年 8月 30日 付けで要望のありました下記のことについては,別紙のとお

りですので,御理解願います。

記

要望の件名 :「みやぎの子どもたちを被曝から守つてください !」

環境生活部 環境生活総務課

企画調整班

員ヨ言舌:022‐ 211‐ 2521



別記様式 2

担

当

教育庁 スポーツ健康課 学校保健給食班  (TEL 022-211-3664)

件

名

1 給食についての要望

(1)子 どもの給食に使用する食材については,国 の基準値よりさらに厳 しい 「子ども

のための基準値」を県独 自で設け二重の網をかけてその安仝性を確かなものにして

ください。

回

答

現在の食品に対する放射性物質の基準は,原子力安全委員会の制定した原子力防災指針

(原子力施設等の防災対策について)で定められた飲食物の摂取制限に関する指標をもと

に,事故直後,厚生労働省が 「暫定規制値」として定めたもので, さらに食品安全委員会

が厚生労働省からの諮問に基づき,そ の妥当性を緊急的に検討 した上で, 3月 末,こ れを

維持するものとしたものです。

食品安全委員会によると,可能な限り低減するべきとする一方で,放射性セシウム又は

放射性ヨウ素の暫定規制値については,放射性物質からの被ばくを防ぐ上で,乳児・幼児

への影響も考慮 した形で,十分な安全性を見込んだものとしていますが,今後の国の動向

を注視していきたいと考えています。

国が暫定基準値を示 している中,それとは別に県独 自の基準値を設けることについては ,

高度な専門的知見を基に行 うことが求められることから,難 しいものと考えてお ります。

0



別記様式 2

担

当

教育庁 スポーツ健康課 学校保健給食班  (TEL 022-2H… 3664)

件

名

1 給食についての要望

(2)上記 (1)を担保するため各市町村に食品のベクレルを計れる測定器を配備ある

いは購入の補助をしてください。

回

答

学校給食の食材については,厚生労働省の指導に基づき,本県及び各都道府県等が放射

能検査を実施 してお り,そ の検査で暫定規制値を超える食品が地域的な広がりをもつて見

つかつた場合には,出荷制限等の措置が執られることから,安全が確保 されているものと

考えてお ります。

つ

一



別記様式 2

担

当

教育庁 スポーツ健康課 学校保健給食班  (TEL 022-211-3664)

件

名

1 給食についての要望

(3)こ のような検査態勢が整 うまで,給食の献立表におもな食材の産地を表示するよ

う指導してください。また,そ の結果 としてその給食を食べない選択をすることが

認められるよう合わせて指導 してください。

回

答

学校給食の食材に関する産地表示については,設置者と学校の判断によるものと考えて

おり,県教育委員会として一律に指導すべきとは考えておりません。

また,給食を食べない選択をすることについても同様と考えておりますが,給食には教

育活動の一環としての意義があることも御理解ください。

？
ジ



男ll記様式 2

担

当

教育庁 スポーツ健康課 学校保健給食班 (TEL 022… 2H-3664)

件

名

1 給食についての要望

(4)放 射能汚染の危険度の高い食べ物の知識など内部被ばくを減 らすための新たな

食育プログラムをつくり,給食関係者はもちろん広く県民に周知 してください。

回

答

学校給食の食材については,厚生労働省の指導に基づき,各都道府県等が放射能検査を

実施 してお り,そ の検査で暫定規制値を超える食品が地域的な広が りをもつて見つかつた

場合には,出荷制限等の措置がとられることから,安全が確保 されているものと考えてお

ります。

なお,学校給食関係者が放射能 。放射線に関して正しい知識を身につけるため,研修会

等を実施してまい りたいと考えてお ります。

午



様記様式 2

担

当

保健福祉部 保健福祉総務課 企画調整第一班 (TEL 022… 2H… 2507)

件

名

健康調査についての要望

1)国 は,福島県だけではなく官城県南部でも健康調査を実施する考えがあることを

発表 しました。しかし,宮城県の汚染は南部にとどまらず北部へも広がっているこ

とも考え宮城県全体で実施 してもらえるよう国へ引き続き要望してください。特に

子 どもや妊婦など影響の大きい人の調査を先行 させてください。

回

答

国に対しては,平成 23年 7月 8日 , 7月 25日 , 8月 4日 及び 9月 9日 の 4回 にわた

り,国の責任において健康調査を実施するよう求める要望書を提出しております。

しかしながら,国の対応が不透明な状況にありますことから,県 としては,科学的 。医

学的知見を有する方々で構成する有識者会議を立ち上げ,放射線による健康への影響や ,

健康調査等の必要性について検討することとしてお り,有識者会議の結果を考慮 して適切

に対応 してまいります。

∫



別記様式 2

担

当

保健福祉部 保健福祉総務課 企画調整第一班 (TEL 022… 2H-2507)

件

名

健康調査についての要望

2)問診票による調査のほか,ホールボデ ィカ ウンターによる内部被爆の検査,甲 状

腺の検査,尿検査,血液検査,母乳の検査,特定臓器への放射性物質の集積 を把握

す るための研究の推進等,あ らゆる手段を講 じて県民の健康 を生涯にわたつて公費

でチェックできる体制を整 えてください。

回

答

国に対して,福島県と同様に健康調査の費用は全額,国が負担するよう要望していると

ころであります。



別記様式 2

担

当

保健福祉部 保健福祉総務課 企画調整第一班 (TEL 022…211-2507)

件

名

健康調査についての要望

(3)福島県の健康調査で指摘されているように最初から「県民を安心させるための調

査」とい う位置づけは不遜であり,結果にも問題を生じます。健康調査の結果を評

価する評価委員に内部被爆等について慎重な考えを有する専門家も入れ,評価につ

いては慎重に行ってください。

回

答

今後,県 としては,科学的 。医学的知見を有する方々で構成する有識者会議を立ち上げ,

放射線による健康への影響や健康調査等の必要性など慎重に検討 してまいります。



男|]記様式 2

担

当

保健福祉部 保健福祉総務課

教育庁 スポーツ健康課

企画調整第一班

学校保健給食班

(TEL 022-211-2507)

(TEL 022-211… 3664)

件

名

健康調査についての要望

4)子供たちの細かい体調不良や欠席等が全体として増えていないかアンケー トの実

施や保健の先生の協力を求めるなどして把握に努めてください。そして,そ の情報

を県で集約,分析 し異変等がでていないか常にチェックできる体制を構築してくだ

さい。

回

答

学校における児童生徒の健康管理については,担任の教師による毎 日の健康観察や養護

教諭による健康相談等が行われてお り,健康状態に応 じて学校医による健康相談等も行わ

れることとなつております。

今後も担任の教師や養護教諭等による児童生徒の健康管理に努めて参 りたいと考えてお

ります。

なお,そ の情報の取扱いについては,国 に対し要望している健康調査の枠組みの中で対

応できるよう申入れを行いたいと考えてお ります。



別記様式 2

担

当

総務部 私学文書課 私立学校班  (TEL 022-211… 2268)

保健福祉部 子育て支援課 保育支援班  (TEL 022-2H… 2529)

教育庁 スポーツ健康課 学校保健給食班  (TEL 022… 2H-3664)

件

名

2 健康調査についての要望

(5)子 どもの年間の外部被ばくを調べるため積算線量計を配布 してください。

回

答

県では,平成23年 6月 に「東京電力閉福島第一原子力発電所事故に伴 う放射性物質の影

響に係る当面の測定方針」を定め,市町村 との連携等により,学校・幼稚園 。保育所等の

校庭・園庭等における線量調査を行い,そ の結果を公表 してきたところであります。

現時点における学校・幼稚園・保育所等の沢1定値については,国が学校 。幼稚園・保育

所等の校庭 。園庭等の線量低減対策の目安 として示 した毎時 l μSv未満 となってお りま

す。

これまでも,県では,特に放射線に対 して影響の大きい子どもたちのための具体的な対

応策の提示 と,そ の財政支援措置等について国に要望 してきたところでありますが,今後

とも積算線量計による個別沢1定の必要性やその基準,よ り具体の対応策等を早期に明示す

るよう国に対して強く要望してまい ります。

ａ

ｌ



別記様式 2

担

当

環境生活部 原子力安全対策課 放射性物質汚染対策班

(TEL 022-211-2341)

件

名

除染についての要望

1)宮城県は県民が受ける年間被曝量をlmSv以 下にすることをまず宣言 し,そ の

目標に向けて具体的な計画をたてて下さい。まずは子どもから実現するため年間の

被曝量が lmsvを 超えると見込まれる学校や保育所,公園等の除染を公費で行っ

てください。あくまで一般公衆の被曝限度量は年間 lmsvと 法律で定められ,現

在の状況は法律違反です。

回

答

文部科学省では, 8月 26日 ,学校での年間 lmsvの 被ばくは,時間当た りlμ Sv

を目安とする方針を打ち出しました。県が市町村の協力をいただき 6～ 7月 にかけて実施

したすべての幼稚園,保育所,小中学校,高等学校,特別支援学校等の校庭・園庭等での

空間放射線量の測定の結果,最大でも0.76μ Svと なり,年間 lmsvの 目安 となる

時間 lμ Svをすべての場所で下回つていました。

しかし,局所的に高い場所もあることから,国や専門の機関の指導や助言を仰ぎながら,

今後その対策について検討 してまい ります。

/じ



男| 記様式 2

担

当

環境生活部 原子力安全対策課 放射性物質汚染対策班

(TEL 022-211-2341)

件

名

3 除染についての要望

(2)学校や保育所,公園などの放射線量の汲1定を定点の調査だけでなくそれぞれの施

設を細かく沢1る ことで施設の中のホットスポットの存在を調べ,そ のような場所は

速やかに除染することの必要性を県が示 してください。

回

答

8月 26日 に,「平成 23年 3月 11日 に発生した東北太平洋沖地震に伴 う原子力発電

所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」が

成立し,同 時に国では,「除染推進に向けた基本的考え方」「除染に関する緊急実施基本

方針」を発表 しました。県では,こ うした国の施策・方針に基づき,財政措置,除染 。沢J

定機器の効率的な整備・運用,人材育成,専門家派遣の支援,除染に伴って生じる放射性

物質に汚染された土壌等の処理について,主体的に責任をもつて確実かつ早急に対応する

よう,国 に対 し求めているところです。

今後,国 の施策 。方針について,よ り具体的な説明を国に求めながら,そ の対策につい

て検討 してまいります。

||



別記様式 2

担

当

環境生活部 原子力安全対策課 放射性物質汚染対策班

(TEL 022-211-2341)

件

名

除染についての要望

3)除染は緊急の課題であるため,行政の対応 を待ってい られない状況 もあ ります。

地域住民が 自主的に除染 を行 う場合の放射能についての基礎的な知識 と除染方法 ,

汚染土の処理などについての情報 を提供 して くだ さい。そ してその活動を公に認 め ,

公費で支えて ください。

回

答

今後,「平成 23年 3月 11日 に発生 した東北太平洋沖地震に伴 う原子力発電所の事故

により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」や,「除染

推進に向けた基本的考え方」「除染に関する緊急実施基本方針」などを参考にするととも

に,国や専門の機関の指導や助言を仰ぎながら,除染対策について検討 してまいります。

11



式記様式 2

担

当

環境生活部 原子力安全対策課 放射性物質汚染対策班

(TEL 022-211… 2341)

件

名

叡智の結集 と連携へ向けての要望

放射能汚染の問題は未知の領域です。宮城県内はもとよりさまざまな大学,研究機関,

民間企業の知恵 と力を結集できる場,システムを県が音頭を取って構築してください。

たとえば,低線量被曝の健康や社会への影響を研究する「低線量被曝研究センター」や

除染についての研究を進める 「除染研究センター」などを県が主導して立ち上げてくだ

さい。

回

答

放射線にかかる健康 。社会への影響や除染対策については国が責任をもつて方針を定め

るべき問題であり,研究機関の設置など,必要に応 じて国に対し要望をしてまいります。

i3


